
5-5 低未利用地に関する考え方

空き地や空き家等の低未利用地が小さな敷地単位で散発的に発生する「都市のスポンジ化」は、

土地や建築物が未利用のまま点在することにより、居住機能や都市機能の誘導の妨げとなるとと

もに、都市の密度を低下させ、生活サービスや公共サービスの非効率化を招きます。こうしたス

ポンジ化の進行や、低未利用地が適切に管理されない状態が続くことにより、治安や居住環境、

景観の悪化等を引き起こし、地域の魅力やコミュニティの低下を招くおそれがあります。

本計画では、低未利用地の発生の抑制や有効活用、適正な管理が進められるよう、以下のとお

り市民、企業、行政などの多様な主体が共有する指針を掲げ、居住機能や都市機能の誘導を促進

することや、良好な居住環境の確保を図ります。

また、交流広場やコミュニティ施設など、地域コミュティやまちづくり団体が共同で整備・管

理する空間・施設（コモンズ）について、必要に応じて地権者合意による協定の締結を検討する

とともに、管理が困難となった低未利用地の適正な管理がなされるよう跡地等管理等区域の設定

や跡地等管理等協定の締結についても検討します。

＜１＞居住誘導区域における低未利用地の利用と管理の指針

【利用指針】

●宅地・生活利便施設用地や良好な住宅ストックとしての流通を図る

●地域の活動や雪置き場など地域における活用に取り組む

【管理指針】

●良好な住宅ストックとしての状態を保つため改修工事や保全を行う

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う

＜２＞都市機能誘導区域における低未利用地の利用と管理の指針

【利用指針】

●小さな低未利用地については集約を図り、まとまった低未利用地において都市機能の立

地を推進する

●地域資源としてにぎわいの創出やゆとりある空間形成に取り組む

【管理指針】

●必要に応じて有効活用できるよう、行政やエリアマネジメント団体と連携する

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う

＜３＞誘導区域外における低未利用地の利用と管理の指針

【利用指針】

●地域の活動や雪置き場など地域における活用に取り組む

【管理指針】

●管理不全に陥らないよう適切な維持管理を徹底する

●管理不全に陥った空き家については解体する

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う
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6-1 災害リスク分析

＜対象とする災害＞

本計画では、札幌で発生しうる地震災害や大雨による洪水・内水氾濫、土砂災害のほか、積雪

寒冷地である札幌の特徴を踏まえ大雪による雪害といった自然災害を対象とします。

なお、津波災害については、手稲区手稲山口（市街化調整区域）の一部に津波の浸水が想定さ

れていますが、人家など建築物のない区域のため、本計画では対象としません。

＜災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせによる課題の抽出＞

対象とする災害に関する災害ハザード情報と、人口分布や建築物・都市機能・避難施設の立地

状況などの都市情報を重ね合わせて災害リスクを分析し、地域ごとの課題を抽出・整理します。

表 6-1 重ね合わせる情報と分析の視点

８０ 家屋倒壊等氾濫想定区域：家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域
８１ 滑動崩落：地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内部を滑り面として、盛土造成地の全体または大部分が斜面下部方向に移動すること

災害 災害ハザード情報 都市情報 分析の視点

洪水

内水氾濫

土砂災害

●想定浸水深（想定最大規模）

●家屋倒壊等氾濫想定区域８０

●浸水継続時間

●浸水到達時間（３０分）

●過去の浸水実績

●土砂災害（特別）警戒区域

●人口

●建築物分布・建築物階数

●避難施設

●都市機能（病院・福祉）

●要配慮者利用施設

●道路網（アンダーパス）

●地下施設･地下街

●立地適正化計画の誘導

区域

●被害を受ける住民や建築

物はあるか

●垂直避難が可能か

●避難施設が利用できるか

●建築物の倒壊等の被害が

発生しないか

●施設の継続利用に支障が

ないか

●逃げ遅れのおそれがないか

●避難に支障がないか

●地下施設への被害が発生

しないか

地震

●想定最大震度

●液状化危険度

●家屋全壊率

●大規模盛土造成地の滑動崩落８１

●被害を受ける住民や建築

物はあるか

●避難施設が利用できるか

雪害 ●大雪による被害状況

●通行障害等の長期化によ

る深刻な被害が発生しな

いか

第６章 立地適正化計画における防災指針
立地適正化計画における防災指針とは、居住機能や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市

の防災に関する機能を確保するための指針であり、居住誘導区域における災害リスクをできる限

り回避あるいは低減させるために必要な防災・減災の取組を示すものです。

本計画では、災害リスクを踏まえて誘導区域を設定しつつ、区域内に災害ハザードエリアが残

る場合には、適切な防災・減災の取組を防災指針として位置づけます。

なお、札幌市では各種災害に対して、既に関連する計画や指針等を定めて、防災・減災に係る

取組を進めていることから、これらの計画等と整合を図り防災指針を定めます。

＜防災指針の位置づけ＞

立地適正化計画

防災指針

 居住誘導区域における災害リ
スクの防災・減災対策の取組

整合

防災分野の計画（全市的な計画）

 札幌市地域防災計画
 札幌市強靱化計画 等

全般

 札幌市治水整備指針
 札幌市雨に強いまちづくり

ビジョン 等

洪水
内水氾濫
土砂災害

 札幌市冬のみちづくりプラン2018
 大雪時の対応指針 等

雪害

 札幌市耐震改修促進計画
 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全

確保計画 等
地震
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6-1 災害リスク分析

＜対象とする災害＞

本計画では、札幌で発生しうる地震災害や大雨による洪水・内水氾濫、土砂災害のほか、積雪

寒冷地である札幌の特徴を踏まえ大雪による雪害といった自然災害を対象とします。

なお、津波災害については、手稲区手稲山口（市街化調整区域）の一部に津波の浸水が想定さ

れていますが、人家など建築物のない区域のため、本計画では対象としません。

＜災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせによる課題の抽出＞

対象とする災害に関する災害ハザード情報と、人口分布や建築物・都市機能・避難施設の立地

状況などの都市情報を重ね合わせて災害リスクを分析し、地域ごとの課題を抽出・整理します。

表 6-1 重ね合わせる情報と分析の視点

８０ 家屋倒壊等氾濫想定区域：家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域
８１ 滑動崩落：地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内部を滑り面として、盛土造成地の全体または大部分が斜面下部方向に移動すること

災害 災害ハザード情報 都市情報 分析の視点

洪水

内水氾濫

土砂災害

●想定浸水深（想定最大規模）

●家屋倒壊等氾濫想定区域８０

●浸水継続時間

●浸水到達時間（３０分）

●過去の浸水実績

●土砂災害（特別）警戒区域

●人口

●建築物分布・建築物階数

●避難施設

●都市機能（病院・福祉）

●要配慮者利用施設

●道路網（アンダーパス）

●地下施設･地下街

●立地適正化計画の誘導

区域

●被害を受ける住民や建築

物はあるか

●垂直避難が可能か

●避難施設が利用できるか

●建築物の倒壊等の被害が

発生しないか

●施設の継続利用に支障が

ないか

●逃げ遅れのおそれがないか

●避難に支障がないか

●地下施設への被害が発生

しないか

地震

●想定最大震度

●液状化危険度

●家屋全壊率

●大規模盛土造成地の滑動崩落８１

●被害を受ける住民や建築

物はあるか

●避難施設が利用できるか

雪害 ●大雪による被害状況

●通行障害等の長期化によ

る深刻な被害が発生しな

いか

第６章 立地適正化計画における防災指針
立地適正化計画における防災指針とは、居住機能や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市

の防災に関する機能を確保するための指針であり、居住誘導区域における災害リスクをできる限

り回避あるいは低減させるために必要な防災・減災の取組を示すものです。

本計画では、災害リスクを踏まえて誘導区域を設定しつつ、区域内に災害ハザードエリアが残

る場合には、適切な防災・減災の取組を防災指針として位置づけます。

なお、札幌市では各種災害に対して、既に関連する計画や指針等を定めて、防災・減災に係る

取組を進めていることから、これらの計画等と整合を図り防災指針を定めます。

＜防災指針の位置づけ＞

立地適正化計画

防災指針

 居住誘導区域における災害リ
スクの防災・減災対策の取組

整合

防災分野の計画（全市的な計画）

 札幌市地域防災計画
 札幌市強靱化計画 等

全般

 札幌市治水整備指針
 札幌市雨に強いまちづくり

ビジョン 等
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内水氾濫
土砂災害

 札幌市冬のみちづくりプラン2018
 大雪時の対応指針 等

雪害

 札幌市耐震改修促進計画
 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全
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図 6-1 洪水浸水想定区域（想定最大）×指定緊急避難場所兼指定避難所（基幹避難所）(令和６年)

資料：札幌市（洪水浸水想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

一部の河川周辺（家屋倒壊等氾濫想定区域）

河川周辺で家屋等への被害が発生するおそれ

浸水想定区域

広範囲で浸水被害が発生するおそれ

都心部

浸水（3.0ｍ未満）が想定され、都市機能への

被害や地下施設の浸水被害が発生するおそれ

一部の居住誘導区域

（円山公園駅～二十四軒駅周辺）

想定浸水深が大きく（3.0ｍ以上）、住民や

都市機能への被害が発生するおそれ

0.5m 未満

3.0m 未満

5.0m 未満

（1） 洪水

洪水とは、大雨により河川が増水し、堤防を越えて水が溢れたり、堤防が決壊したりすること

で発生する浸水です。長時間にわたって大雨が降り続いた場合などに発生する危険性があり、発

生頻度は低いものの、甚大な被害をもたらします。

本計画では、過去の浸水実績や想定最大規模降雨による浸水想定、多段階の浸水想定などのハ

ザード情報を基に洪水に係る災害リスクを分析します。

１） 過去の浸水実績（昭和５６年（１９８１年）の水害）

札幌では、過去に数度の洪水被害が発生しており、その中でも特に被害が大きかった洪水が

昭和５６年（１９８１年）の水害です。同年８月、低気圧に伴う前線に、北上した台風１２号

の影響が加わることにより、石狩川流域では３日夕方から６日朝まで雨が降り続き、総雨量２

９４ｍｍを札幌で記録し、大洪水を引き起こしました。さらに、その約２週間後の２３日には、

台風１５号が北海道に上陸し、総雨量２２９ｍｍもの豪雨が再び発生したことによって、２度

目の記録的な大洪水をもたらしました。これらの大洪水は、観測史上最大の降雨量、流量を記

録し、北海道全域で死者３人、氾濫面積６１，４００ｈａ、被害家屋約３０,９９１戸もの甚大

な被害を及ぼしました。この洪水の特徴は、石狩川の一部で、水が堤防を越えて溢れ出たばか

りでなく、水位が増した石狩川に流れ込めない支流や排水路などの水が溢れる被害が目立った

点です。昭和５６年以降は、堤防の決壊を伴う大規模な水害は発生していません。

２） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）

札幌市では、国や北海道が指定する洪水予報河川及び水位周知河川に加え、市内の中小河川

を含めた浸水予測を行っています。想定しうる最大規模の降雨が発生した場合に、堤防の決壊

が想定される全ての箇所について、どのように氾濫し浸水するかを予想し、それらの結果を重

ね合わせ、浸水の区域と深さを「札幌市浸水ハザードマップ」として作成・公表しています。

想定最大規模の降雨が発生した場合、低地を中心に市街地の広範囲にわたって浸水が生じる

と想定されており、一部の地域では、一般的な戸建住宅の２階の床の高さに相当する３ｍ以上

の浸水が想定され、２階以上であっても浸水被害を受けるおそれがあります。また、一部の河

川の周辺は、家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されており、建築物への被害が想定されます。

なお、札幌市では、市立小中学校、区体育館、大規模な公園などの指定緊急避難場所兼指定

避難所（基幹避難所）が、各地域から徒歩可能範囲の２ｋｍ（半径１．３３３ｋｍ）以内に立

地している状況であり、浸水が居室の高さを超える場合にはこれらの施設の開設状況を踏まえ

て避難することとなります。

一部の居住誘導区域では、浸水深が大きくなることが想定されており、集合型の居住機能や

多様な都市機能が集積しているこれらのエリアでは被害が大きくなることが懸念されます。

また、都心部は、想定される浸水深は大きくありませんが、広く浸水想定区域に含まれてい

ます。近年、地下空間の利用が広がっていることから、人々が集まり高次な都市機能が集積す

るこうした地下空間へ浸水が発生すると、人的被害のほか経済的・社会的な影響を及ぼすおそ

れがあります。
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図 6-1 洪水浸水想定区域（想定最大）×指定緊急避難場所兼指定避難所（基幹避難所）(令和６年)

資料：札幌市（洪水浸水想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

一部の河川周辺（家屋倒壊等氾濫想定区域）

河川周辺で家屋等への被害が発生するおそれ

浸水想定区域

広範囲で浸水被害が発生するおそれ

都心部

浸水（3.0ｍ未満）が想定され、都市機能への

被害や地下施設の浸水被害が発生するおそれ

一部の居住誘導区域

（円山公園駅～二十四軒駅周辺）

想定浸水深が大きく（3.0ｍ以上）、住民や

都市機能への被害が発生するおそれ

0.5m 未満

3.0m 未満

5.0m 未満

（1） 洪水

洪水とは、大雨により河川が増水し、堤防を越えて水が溢れたり、堤防が決壊したりすること

で発生する浸水です。長時間にわたって大雨が降り続いた場合などに発生する危険性があり、発

生頻度は低いものの、甚大な被害をもたらします。

本計画では、過去の浸水実績や想定最大規模降雨による浸水想定、多段階の浸水想定などのハ

ザード情報を基に洪水に係る災害リスクを分析します。

１） 過去の浸水実績（昭和５６年（１９８１年）の水害）

札幌では、過去に数度の洪水被害が発生しており、その中でも特に被害が大きかった洪水が

昭和５６年（１９８１年）の水害です。同年８月、低気圧に伴う前線に、北上した台風１２号

の影響が加わることにより、石狩川流域では３日夕方から６日朝まで雨が降り続き、総雨量２

９４ｍｍを札幌で記録し、大洪水を引き起こしました。さらに、その約２週間後の２３日には、

台風１５号が北海道に上陸し、総雨量２２９ｍｍもの豪雨が再び発生したことによって、２度

目の記録的な大洪水をもたらしました。これらの大洪水は、観測史上最大の降雨量、流量を記

録し、北海道全域で死者３人、氾濫面積６１，４００ｈａ、被害家屋約３０,９９１戸もの甚大

な被害を及ぼしました。この洪水の特徴は、石狩川の一部で、水が堤防を越えて溢れ出たばか

りでなく、水位が増した石狩川に流れ込めない支流や排水路などの水が溢れる被害が目立った

点です。昭和５６年以降は、堤防の決壊を伴う大規模な水害は発生していません。

２） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）

札幌市では、国や北海道が指定する洪水予報河川及び水位周知河川に加え、市内の中小河川

を含めた浸水予測を行っています。想定しうる最大規模の降雨が発生した場合に、堤防の決壊

が想定される全ての箇所について、どのように氾濫し浸水するかを予想し、それらの結果を重

ね合わせ、浸水の区域と深さを「札幌市浸水ハザードマップ」として作成・公表しています。

想定最大規模の降雨が発生した場合、低地を中心に市街地の広範囲にわたって浸水が生じる

と想定されており、一部の地域では、一般的な戸建住宅の２階の床の高さに相当する３ｍ以上

の浸水が想定され、２階以上であっても浸水被害を受けるおそれがあります。また、一部の河

川の周辺は、家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されており、建築物への被害が想定されます。

なお、札幌市では、市立小中学校、区体育館、大規模な公園などの指定緊急避難場所兼指定

避難所（基幹避難所）が、各地域から徒歩可能範囲の２ｋｍ（半径１．３３３ｋｍ）以内に立

地している状況であり、浸水が居室の高さを超える場合にはこれらの施設の開設状況を踏まえ

て避難することとなります。

一部の居住誘導区域では、浸水深が大きくなることが想定されており、集合型の居住機能や

多様な都市機能が集積しているこれらのエリアでは被害が大きくなることが懸念されます。

また、都心部は、想定される浸水深は大きくありませんが、広く浸水想定区域に含まれてい

ます。近年、地下空間の利用が広がっていることから、人々が集まり高次な都市機能が集積す

るこうした地下空間へ浸水が発生すると、人的被害のほか経済的・社会的な影響を及ぼすおそ

れがあります。
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４） 浸水到達時間

河川が破堤した際に、早期に浸水が到達する区域においては、迅速な避難が必要となります。

札幌の場合、河川が破堤して３０分以内に浸水が想定される区域内に、高齢者施設、障がい

者施設、保育所などの要配慮者利用施設の立地が見られ、これらの施設では逃げ遅れのリスク

が高くなることが考えられます。

図 6-3 破堤後３０分以内に浸水が到達する区域×要配慮者利用施設（令和６年）

資料：札幌市（破堤後３０分以内に浸水が到達する区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

一部の河川周辺

早期に浸水する区域内に要配慮者利用施設の立地が見られ、

逃げ遅れが発生するおそれ

３） 洪水浸水継続時間

想定最大規模の降雨による浸水が発生してから浸水が解消されるまでには、河川の位置や地

形等により一定程度の期間を要します。

一般的に、飲料水や食料等の備蓄は３日分以内の家庭が多いと推察されており、３日以上孤

立すると飲料水や食料等が不足し、健康や生命に危機が生じるおそれがあると言われています。

札幌では、一部のエリアで洪水浸水継続時間が３日以上となるエリアが存在しているととも

に、一部の医療施設や福祉施設が３日以上の浸水が見込まれる区域に立地しています。

図 6-2 洪水浸水継続時間×医療施設（令和６年）（左）、洪水浸水継続時間×福祉施設（令和６年）（右）

資料：札幌市（洪水浸水継続時間：札幌市浸水ハザードマップデータ）

ほとんどの医療施設は浸水継続時間が

３日以内の区域に立地

ほとんどの福祉施設は浸水継続時間が

３日以内の区域に立地

市街地の中で浸水継続時間が長い（３日以上）エリアが存在し、

浸水被害が長期化するおそれ

市街地の北西部
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４） 浸水到達時間

河川が破堤した際に、早期に浸水が到達する区域においては、迅速な避難が必要となります。

札幌の場合、河川が破堤して３０分以内に浸水が想定される区域内に、高齢者施設、障がい

者施設、保育所などの要配慮者利用施設の立地が見られ、これらの施設では逃げ遅れのリスク

が高くなることが考えられます。

図 6-3 破堤後３０分以内に浸水が到達する区域×要配慮者利用施設（令和６年）

資料：札幌市（破堤後３０分以内に浸水が到達する区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

一部の河川周辺

早期に浸水する区域内に要配慮者利用施設の立地が見られ、

逃げ遅れが発生するおそれ

３） 洪水浸水継続時間

想定最大規模の降雨による浸水が発生してから浸水が解消されるまでには、河川の位置や地

形等により一定程度の期間を要します。

一般的に、飲料水や食料等の備蓄は３日分以内の家庭が多いと推察されており、３日以上孤

立すると飲料水や食料等が不足し、健康や生命に危機が生じるおそれがあると言われています。

札幌では、一部のエリアで洪水浸水継続時間が３日以上となるエリアが存在しているととも

に、一部の医療施設や福祉施設が３日以上の浸水が見込まれる区域に立地しています。

図 6-2 洪水浸水継続時間×医療施設（令和６年）（左）、洪水浸水継続時間×福祉施設（令和６年）（右）

資料：札幌市（洪水浸水継続時間：札幌市浸水ハザードマップデータ）

ほとんどの医療施設は浸水継続時間が

３日以内の区域に立地

ほとんどの福祉施設は浸水継続時間が

３日以内の区域に立地

市街地の中で浸水継続時間が長い（３日以上）エリアが存在し、

浸水被害が長期化するおそれ

市街地の北西部
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（2） 内水氾濫

内水氾濫とは、大雨により下水道などで雨水を排水しきれず、地上に溢れることで発生する浸

水です。短時間であっても強い雨が降った場合や大雨により川の水位が上がった場合などに起こ

りやすい比較的発生頻度の高い浸水です。

本計画では、過去の内水氾濫実績や想定最大規模降雨による浸水想定等のハザード情報を基に

内水氾濫に係る災害リスクを分析します。

１） 過去の内水氾濫実績

札幌では、これまで各地で浸水被害が発生しており、近年の浸水箇所については「札幌市浸

水ハザードマップ」において過去の内水氾濫実績を掲載しています。

内水氾濫は、下水道の整備目標を超えていなくても、窪地など地形的な要因によって繰り返

し発生する箇所もあることに加え、近年では下水道の整備目標を超える降雨規模の発生回数が

増加傾向であるため今後も内水氾濫のリスクが高まることが想定されます。

図 6-5 内水氾濫の履歴 資料：札幌市

全市的

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在

５） 多段階の洪水浸水想定区域（国管理河川）

国では、年超過確率８２１/１０、１/３０、１/５０、１/１００、１/１５０など想定最大規模

より発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を「多段階の浸水想定図」

として作成・公表しており、札幌については石狩川（下流）水系における国管理河川（石狩川・

豊平川・月寒川など）が氾濫した場合の想定が該当します。

札幌では、１/１０から１/５０程度の中高頻度の降雨規模に対しては、市街地の一部におい

て浸水がみられ、想定される浸水深は３．０ｍ未満となっています。

また、低頻度の降雨規模に対しては、中高頻度と同様に市街地の一部において浸水がみられ、

市街地内で想定される浸水深は３．０ｍ未満となっており、市街地の外の一部で３．０ｍ以上

の浸水が想定されています。

中
高
頻
度

１/１０ １/３０ １/５０

低
頻
度

１/１００ １/１５０

図 6-4 多段階の洪水浸水想定区域

資料：札幌市（多段階の洪水浸水想定区域：国の資料を基に札幌市で加工）

８２ 年超過確率：ある一定規模の降雨量を超える降雨が１年間に発生する確率を表したもの。例えば、年超過確率１/１０の降雨量が時間雨量３０ｍｍ

とは、毎年１０％の確率で時間雨量３０ｍｍを超える降雨が発生することを表している。
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（2） 内水氾濫

内水氾濫とは、大雨により下水道などで雨水を排水しきれず、地上に溢れることで発生する浸

水です。短時間であっても強い雨が降った場合や大雨により川の水位が上がった場合などに起こ

りやすい比較的発生頻度の高い浸水です。

本計画では、過去の内水氾濫実績や想定最大規模降雨による浸水想定等のハザード情報を基に

内水氾濫に係る災害リスクを分析します。

１） 過去の内水氾濫実績

札幌では、これまで各地で浸水被害が発生しており、近年の浸水箇所については「札幌市浸

水ハザードマップ」において過去の内水氾濫実績を掲載しています。

内水氾濫は、下水道の整備目標を超えていなくても、窪地など地形的な要因によって繰り返

し発生する箇所もあることに加え、近年では下水道の整備目標を超える降雨規模の発生回数が

増加傾向であるため今後も内水氾濫のリスクが高まることが想定されます。

図 6-5 内水氾濫の履歴 資料：札幌市

全市的

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在

５） 多段階の洪水浸水想定区域（国管理河川）

国では、年超過確率８２１/１０、１/３０、１/５０、１/１００、１/１５０など想定最大規模

より発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を「多段階の浸水想定図」

として作成・公表しており、札幌については石狩川（下流）水系における国管理河川（石狩川・

豊平川・月寒川など）が氾濫した場合の想定が該当します。

札幌では、１/１０から１/５０程度の中高頻度の降雨規模に対しては、市街地の一部におい

て浸水がみられ、想定される浸水深は３．０ｍ未満となっています。

また、低頻度の降雨規模に対しては、中高頻度と同様に市街地の一部において浸水がみられ、

市街地内で想定される浸水深は３．０ｍ未満となっており、市街地の外の一部で３．０ｍ以上

の浸水が想定されています。

中
高
頻
度

１/１０ １/３０ １/５０

低
頻
度

１/１００ １/１５０

図 6-4 多段階の洪水浸水想定区域

資料：札幌市（多段階の洪水浸水想定区域：国の資料を基に札幌市で加工）

８２ 年超過確率：ある一定規模の降雨量を超える降雨が１年間に発生する確率を表したもの。例えば、年超過確率１/１０の降雨量が時間雨量３０ｍｍ

とは、毎年１０％の確率で時間雨量３０ｍｍを超える降雨が発生することを表している。
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（3） 土砂災害

土砂災害は、大雨や雪解け水、地震などの影響によって、がけ崩れや土石流、地すべりが発生

する現象で、多くの人命や住宅などに被害を及ぼすおそれがあります。

土砂災害のおそれのある区域については、北海道が土砂災害により被害を受けるおそれのある

場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査した上で、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害

警戒区域」を指定しています。

本計画では、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害警戒区域」の指定状況を踏まえ、土砂災害

による災害リスクを分析します。

なお、土砂災害に関する「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」については、「土砂災

害（特別）警戒区域」の範囲内に指定されている状況であるため、「土砂災害（特別）警戒区域」

により包括的に災害リスクを分析します。

１） 土砂災害（特別）警戒区域

土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域は、南西部の山間地や急傾斜地に多く指定さ

れており、一部では市街地においても指定されています。

これらの区域では、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりが発生するおそれがあり、発生した

場合、住民の生命や身体、建築物に被害が生じるおそれがあります。

また、土砂災害発生時には道路の寸断や通行不能が発生し、避難行動や緊急搬送に支障を及

ぼすことも懸念されます。

２） 内水氾濫想定区域（想定最大）

大雨時には、内水氾濫のほか、洪水や土砂災害など、他の災害が同時に発生する可能性が高

くなることから、避難が必要となった際には、内水氾濫により避難経路の使用が困難となって

いないか確認することが必要です。

札幌では、浸水深が大きくないものの、市内全域で内水氾濫が発生することが想定されてい

ます。

要配慮者利用施設（高齢者施設、障がい者施設、保育所など）は市内の各地に立地しており、

それらの利用者が内水氾濫の影響を受ける可能性があります。特に、浸水深が０．３ｍ以上と

想定される区域にもこれらの施設が立地しているため、避難行動の制約や孤立のリスクが高ま

るおそれがあります。

市内にはアンダーパス（地下道や立体交差の下部）が複数存在しており、大雨による浸水時

には冠水によって通行不能となることが懸念されます。

緊急輸送道路が冠水すると、災害時の救助・救急・緊急物資の輸送などの応急活動に支障を

及ぼすおそれがあります。

図 6-6 内水氾濫想定区域×要配慮者利用施設（令和６年）（左）、

内水氾濫想定区域×緊急輸送道路・アンダーパス（右）

資料：札幌市（内水氾濫想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在

全市的に立地する要配慮者利用施設において、
避難行動の制約や孤立のリスクが高まるおそれ

全市的

浸水により避難時の二次災害が
発生するおそれ
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（3） 土砂災害

土砂災害は、大雨や雪解け水、地震などの影響によって、がけ崩れや土石流、地すべりが発生

する現象で、多くの人命や住宅などに被害を及ぼすおそれがあります。

土砂災害のおそれのある区域については、北海道が土砂災害により被害を受けるおそれのある

場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査した上で、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害

警戒区域」を指定しています。

本計画では、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害警戒区域」の指定状況を踏まえ、土砂災害

による災害リスクを分析します。

なお、土砂災害に関する「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」については、「土砂災

害（特別）警戒区域」の範囲内に指定されている状況であるため、「土砂災害（特別）警戒区域」

により包括的に災害リスクを分析します。

１） 土砂災害（特別）警戒区域

土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域は、南西部の山間地や急傾斜地に多く指定さ

れており、一部では市街地においても指定されています。

これらの区域では、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりが発生するおそれがあり、発生した

場合、住民の生命や身体、建築物に被害が生じるおそれがあります。

また、土砂災害発生時には道路の寸断や通行不能が発生し、避難行動や緊急搬送に支障を及

ぼすことも懸念されます。

２） 内水氾濫想定区域（想定最大）

大雨時には、内水氾濫のほか、洪水や土砂災害など、他の災害が同時に発生する可能性が高

くなることから、避難が必要となった際には、内水氾濫により避難経路の使用が困難となって

いないか確認することが必要です。

札幌では、浸水深が大きくないものの、市内全域で内水氾濫が発生することが想定されてい

ます。

要配慮者利用施設（高齢者施設、障がい者施設、保育所など）は市内の各地に立地しており、

それらの利用者が内水氾濫の影響を受ける可能性があります。特に、浸水深が０．３ｍ以上と

想定される区域にもこれらの施設が立地しているため、避難行動の制約や孤立のリスクが高ま

るおそれがあります。

市内にはアンダーパス（地下道や立体交差の下部）が複数存在しており、大雨による浸水時

には冠水によって通行不能となることが懸念されます。

緊急輸送道路が冠水すると、災害時の救助・救急・緊急物資の輸送などの応急活動に支障を

及ぼすおそれがあります。

図 6-6 内水氾濫想定区域×要配慮者利用施設（令和６年）（左）、

内水氾濫想定区域×緊急輸送道路・アンダーパス（右）

資料：札幌市（内水氾濫想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在

全市的に立地する要配慮者利用施設において、
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２） 土砂流出

豊平川上流域において計画規模の降雨により土砂の流出が発生した場合、直轄砂防区域内に

おいて土砂・洪水氾濫による被害のほか、下流に流出した土砂の影響で豊平川の河床が上昇し、

札幌市街地において洪水氾濫などによる被害が想定されます。

また、中央区や西区の一部の山間地や急傾斜地においても、大雨に伴って土砂が河川流路に

堆積し、洪水被害を引き起こすおそれや、土石流により住民や建築物に被害が発生するおそれ

があります。

図 6-8 計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜直轄砂防区域内＞（左）、

計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜砂防基準点下流＞（右）

資料：北海道開発局「再評価原案準備書説明資料（豊平川直轄砂防事業）」

図 6-7 土砂災害（特別）警戒区域×緊急輸送道路

表 6-2 土砂災害警戒区域の指定状況（Ｒ７.１０月時点）

指定区 指定箇所数

中央区 １５８か所

厚別区 １３か所

豊平区 ３４か所

清田区 ９７か所

南区 ５５９か所

西区 ９４か所

手稲区 ４８か所

合計 １，００３か所

土砂災害により住民や建築物、道路等への被害のおそれ
避難行動や緊急搬送に支障を及ぼすおそれ

土砂災害（特別）警戒区域

資料：札幌市

（急傾斜地崩壊危険区域：

令和７年４月２５日告示時点）

（土砂災害（特別）警戒区域：

令和７年１０月２４日告示時点）

（地すべり防止区域：

令和７年２月２７日告示時点）
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２） 土砂流出

豊平川上流域において計画規模の降雨により土砂の流出が発生した場合、直轄砂防区域内に

おいて土砂・洪水氾濫による被害のほか、下流に流出した土砂の影響で豊平川の河床が上昇し、

札幌市街地において洪水氾濫などによる被害が想定されます。

また、中央区や西区の一部の山間地や急傾斜地においても、大雨に伴って土砂が河川流路に

堆積し、洪水被害を引き起こすおそれや、土石流により住民や建築物に被害が発生するおそれ

があります。

図 6-8 計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜直轄砂防区域内＞（左）、

計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜砂防基準点下流＞（右）

資料：北海道開発局「再評価原案準備書説明資料（豊平川直轄砂防事業）」

図 6-7 土砂災害（特別）警戒区域×緊急輸送道路

表 6-2 土砂災害警戒区域の指定状況（Ｒ７.１０月時点）

指定区 指定箇所数

中央区 １５８か所

厚別区 １３か所

豊平区 ３４か所

清田区 ９７か所

南区 ５５９か所

西区 ９４か所

手稲区 ４８か所

合計 １，００３か所

土砂災害により住民や建築物、道路等への被害のおそれ
避難行動や緊急搬送に支障を及ぼすおそれ

土砂災害（特別）警戒区域

資料：札幌市

（急傾斜地崩壊危険区域：

令和７年４月２５日告示時点）

（土砂災害（特別）警戒区域：

令和７年１０月２４日告示時点）

（地すべり防止区域：

令和７年２月２７日告示時点）
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２） 液状化危険度

液状化危険度は、地震時における液状化の起こ

りやすさを示したものであり、札幌では、ＪＲ函

館本線の北側を中心に、市街地においても液状化

発生の可能性が高いエリアが存在しています。

液状化の発生により、多くの建築物やライフラ

イン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建築物の倒壊による人的被害が発生するおそれも

あります。

３） 家屋全壊率

家屋全壊率は、地震発生時に建築物がどの程度

倒壊するかを地域ごとに示したもので、札幌では、

市街地の広い範囲で家屋全壊率の高いエリアが存

在する想定となっています。

過去の大地震の被害状況から、昭和５６年（１

９８１年）以前に建てられた、いわゆる旧耐震基

準の建築物の被害が大きいことが分かっており、

これらの建築物については災害リスクが高まるこ

とが想定されます。

主にＪＲ函館本線の北側

液状化による被害を受けるおそれ

建築物の倒壊のおそれ

全市的

図 6-10 液状化危険度

資料：札幌市（液状化危険度：第４次地震被害想定）

図 6-11 家屋全壊率

資料：札幌市（家屋全壊率：第４次地震被害想定）

（4） 地震

札幌市では、市内に影響を与える可能性のある５つの地震を想定した上で、地震動や液状化現

象などのハザード評価を実施し、これに基づき人的・物的・経済的被害等を想定した「第４次地

震被害想定」を令和３年（２０２１年）８月に取りまとめました。

なお、この取りまとめに当たっては、冬季や朝夕など異なる季節・時間帯を設定し、想定され

る被害が最も多くなる条件についても整理しています。

本計画では、「第４次地震被害想定」で想定された「揺れの強さ（震度分布）」、「液状化の危険

度」及び「家屋全壊率」を基に災害リスクを分析します。なお、札幌に大きな影響を与えると想

定される５つの地震により予想される揺れの強さを重ね合わせ、それぞれの地点で予想される最

大の震度を表しています。

１） 揺れの強さ（震度分布）

市街地の広範囲にわたり震度６以上の強い揺れが想定されており、一部の地域では震度７の

非常に大きな揺れも想定されています。

強い揺れによって、多くの建築物やライフライン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建築物の倒壊による人的被害が発生するおそれもあります。

図 6-9 震度分布 資料：札幌市（震度：第４次地震被害想定）

全市的

強い揺れによる被害を受けるおそれ
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２） 液状化危険度

液状化危険度は、地震時における液状化の起こ

りやすさを示したものであり、札幌では、ＪＲ函

館本線の北側を中心に、市街地においても液状化

発生の可能性が高いエリアが存在しています。

液状化の発生により、多くの建築物やライフラ

イン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建築物の倒壊による人的被害が発生するおそれも

あります。

３） 家屋全壊率

家屋全壊率は、地震発生時に建築物がどの程度

倒壊するかを地域ごとに示したもので、札幌では、

市街地の広い範囲で家屋全壊率の高いエリアが存

在する想定となっています。

過去の大地震の被害状況から、昭和５６年（１

９８１年）以前に建てられた、いわゆる旧耐震基

準の建築物の被害が大きいことが分かっており、

これらの建築物については災害リスクが高まるこ

とが想定されます。

主にＪＲ函館本線の北側

液状化による被害を受けるおそれ

建築物の倒壊のおそれ

全市的

図 6-10 液状化危険度

資料：札幌市（液状化危険度：第４次地震被害想定）

図 6-11 家屋全壊率

資料：札幌市（家屋全壊率：第４次地震被害想定）

（4） 地震

札幌市では、市内に影響を与える可能性のある５つの地震を想定した上で、地震動や液状化現

象などのハザード評価を実施し、これに基づき人的・物的・経済的被害等を想定した「第４次地

震被害想定」を令和３年（２０２１年）８月に取りまとめました。

なお、この取りまとめに当たっては、冬季や朝夕など異なる季節・時間帯を設定し、想定され

る被害が最も多くなる条件についても整理しています。

本計画では、「第４次地震被害想定」で想定された「揺れの強さ（震度分布）」、「液状化の危険

度」及び「家屋全壊率」を基に災害リスクを分析します。なお、札幌に大きな影響を与えると想

定される５つの地震により予想される揺れの強さを重ね合わせ、それぞれの地点で予想される最

大の震度を表しています。

１） 揺れの強さ（震度分布）

市街地の広範囲にわたり震度６以上の強い揺れが想定されており、一部の地域では震度７の

非常に大きな揺れも想定されています。

強い揺れによって、多くの建築物やライフライン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建築物の倒壊による人的被害が発生するおそれもあります。

図 6-9 震度分布 資料：札幌市（震度：第４次地震被害想定）
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（5） 雪害

札幌は、年間約５ｍもの降雪がありながら、１９０万人を超える人口を有する世界でも類を見

ない都市です。こうした気候特性から、除雪や排雪、交通機能の確保は、市民の生活を支える上

で重要な課題となっています。

降雪の量や時期、場所などはその年ごとに状況が異なりますが、これまで大雪の影響による交

通渋滞の発生やＪＲ・路線バスなどの公共交通機関の運休・遅延など、交通機能への影響が市内

各地で発生しています。

交通機能への影響が長引くと、市民生活や経済活動に支障を及ぼすだけでなく、緊急搬送や災

害時の避難行動に支障をきたすおそれもあります。

図 6-13　２０１５～２０２４年度の月ごと・平年値　 の８５

累計降雪量と最深積雪

資料：札幌管区気象台（観測値資料）

図 6-14 ２０１５～２０２４年度の日降雪量１０

ｃｍ以上及び２０ｃｍ以上の発生日数

資料：札幌管区気象台（観測値資料）

図 6-15 区ごとの２０１５～２０２４年度の平均降雪量

資料：札幌市（各区土木センターにおける観測値）

８５ 平年値：気象庁が作成している過去３０年間の平均値
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４） 大規模盛土造成地

大規模盛土造成地は、谷や沢、山の斜面に土を盛るなどしてつくられた造成地のうち、過去

の地震時の被害事例から、滑動崩落の発生が多かった盛土の面積や高さ、盛土をする前の地盤

の傾斜を基に定めたものです。

これらの造成地については、地震時に大きな揺れによって滑動崩落するリスクが存在してお

り、札幌市では、市内全ての大規模盛土造成地に対して、地震時の安定性について詳細調査を

進めています。

大規模盛土造成地が、必ずしも地震時に危険ということを表すものではありませんが、札幌

には、谷埋め型８３や腹付け型８４の大規模盛土造成地が市内各地に分布しており、特に豊平区、

厚別区、清田区、南区などの斜面地や谷筋沿いに多く存在しています。

８３ 谷埋め型：谷や沢を埋めた盛土造成地で、盛土面積が３，０００㎡以上
８４ 腹付け型：盛土をする前の地盤が２０度以上の傾斜地で、盛土高さが５ｍ以上

図 6-12 大規模盛土造成地

資料：札幌市

（大規模盛土造成地：札幌市

大規模盛土造成地マップデータ）
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（5） 雪害

札幌は、年間約５ｍもの降雪がありながら、１９０万人を超える人口を有する世界でも類を見

ない都市です。こうした気候特性から、除雪や排雪、交通機能の確保は、市民の生活を支える上

で重要な課題となっています。

降雪の量や時期、場所などはその年ごとに状況が異なりますが、これまで大雪の影響による交

通渋滞の発生やＪＲ・路線バスなどの公共交通機関の運休・遅延など、交通機能への影響が市内

各地で発生しています。

交通機能への影響が長引くと、市民生活や経済活動に支障を及ぼすだけでなく、緊急搬送や災

害時の避難行動に支障をきたすおそれもあります。

図 6-13　２０１５～２０２４年度の月ごと・平年値　 の８５

累計降雪量と最深積雪

資料：札幌管区気象台（観測値資料）

図 6-14 ２０１５～２０２４年度の日降雪量１０

ｃｍ以上及び２０ｃｍ以上の発生日数

資料：札幌管区気象台（観測値資料）

図 6-15 区ごとの２０１５～２０２４年度の平均降雪量

資料：札幌市（各区土木センターにおける観測値）

８５ 平年値：気象庁が作成している過去３０年間の平均値
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４） 大規模盛土造成地

大規模盛土造成地は、谷や沢、山の斜面に土を盛るなどしてつくられた造成地のうち、過去

の地震時の被害事例から、滑動崩落の発生が多かった盛土の面積や高さ、盛土をする前の地盤

の傾斜を基に定めたものです。

これらの造成地については、地震時に大きな揺れによって滑動崩落するリスクが存在してお

り、札幌市では、市内全ての大規模盛土造成地に対して、地震時の安定性について詳細調査を

進めています。

大規模盛土造成地が、必ずしも地震時に危険ということを表すものではありませんが、札幌

には、谷埋め型８３や腹付け型８４の大規模盛土造成地が市内各地に分布しており、特に豊平区、

厚別区、清田区、南区などの斜面地や谷筋沿いに多く存在しています。

８３ 谷埋め型：谷や沢を埋めた盛土造成地で、盛土面積が３，０００㎡以上
８４ 腹付け型：盛土をする前の地盤が２０度以上の傾斜地で、盛土高さが５ｍ以上

図 6-12 大規模盛土造成地

資料：札幌市

（大規模盛土造成地：札幌市

大規模盛土造成地マップデータ）
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２） 土砂災害に関する課題

エリア 災害 課題

① 土砂災害により住民や建築物、道路等への被害のおそれ

① 避難行動や緊急搬送に支障を及ぼすおそれ

② 上流から土砂の流出により洪水を引き起こすおそれ

土砂

土砂

土砂

① 土砂災害（特別）警戒区域

②

②

（6） 地域ごとの課題の整理

１） 洪水・内水氾濫に関する課題

エリア 災害 課題

全体 市街地の広範囲に浸水リスクが存在

① 居住誘導区域内の居住機能・都市機能が集積するエリアにおいて大きな浸水が想定

② 河川の周辺において家屋倒壊等のおそれ

③ 都心部の地下街などで浸水被害が発生するおそれ

④ 浸水継続時間の長い箇所が存在し、浸水被害が長期化するおそれ

⑤⑥ 大きな河川が破堤した場合、逃げ遅れが発生するおそれ

⑥⑦ 想定最大規模の降雨より頻度の高い降雨による浸水被害が発生するおそれ

全体 浸水深は大きくないが、市街地の広範囲に浸水リスクが存在

全体 避難行動や緊急搬送に支障を及ぼすおそれ

⑧ アンダーパスの冠水による二次災害が発生するおそれ

洪水

洪水

洪水

洪水

洪水

洪水

洪水

内水

内水

内水

※ 内水氾濫は全市的かつ局地的

に発生のおそれがあります

② 家屋倒壊等氾濫想定区域

⑧ アンダーパス部

⑤

④

①

⑦

③

⑥

0.5m 未満

3.0m 未満

5.0m 未満
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２） 土砂災害に関する課題

エリア 災害 課題
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② 河川の周辺において家屋倒壊等のおそれ

③ 都心部の地下街などで浸水被害が発生するおそれ

④ 浸水継続時間の長い箇所が存在し、浸水被害が長期化するおそれ

⑤⑥ 大きな河川が破堤した場合、逃げ遅れが発生するおそれ

⑥⑦ 想定最大規模の降雨より頻度の高い降雨による浸水被害が発生するおそれ

全体 浸水深は大きくないが、市街地の広範囲に浸水リスクが存在
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に発生のおそれがあります
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6-2 取組方針

災害リスク分析の結果を踏まえ誘導の考えを整理するとともに、災害リスクの低減に向けたハ

ード・ソフトによる対策の考えを整理して取組方針を定めます。

＜洪水・内水＞

札幌における想定最大規模の降雨による浸水想定区域は、広範囲に広がっているとともに既に

居住機能や都市機能が集積している地域にも及んでいることから、これらの区域における居住を

抑制することは、これまでの都市構造の形成過程を勘案すると、現実的ではないと考えられます。

想定しうる全ての大雨に対してハード対策のみで対応することには限界があることから、流域

内のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」の考えを踏まえ、引き続き河川や流

域貯留浸透施設といったハード対策を進めるとともに、災害リスクの周知・啓発、避難に関する情

報発信など、安全な避難を確保するためのソフト対策により災害リスクの低減を図ります。

＜土砂＞

土砂災害の危険性のある区域（土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域）については、これらの区域に居住を誘導してしまうと被害を増大させるこ

とにつながるため、居住誘導区域から除外することにより災害リスクの回避を図ります。なお、都

市計画法では、土砂災害特別警戒区域や地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域など、自己の居

住の用に供する住宅以外の開発が原則禁止されている区域があります。

また、市街地に広く被害を及ぼすおそれのある土砂災害については、国や北海道などと連携し砂

防事業等のハード対策による災害リスクの低減が円滑に図られるように努めます。

併せて、災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、居住者の安全な避難を確保する

ためのソフト対策により、災害リスクの低減を図ります。

＜地震＞

地震による被害は全市的に発生する可能性があり、災害リスクを回避することは困難であるこ

とから、災害時においても居住機能や都市機能、交通機能、ライフラインを確保できるよう耐震化・

老朽化対策などのハード対策により、災害リスクの低減を図ります。

併せて、災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、居住者の安全な避難を確保する

ためのソフト対策により、災害リスクの低減を図ります。

なお、都市機能誘導区域においては、多くの来訪者がいることから、一時滞在施設を誘導施設と

して位置づけ、民間と連携して防災力の向上を図ります。

＜雪害＞

雪対策施設の増強などの大雪に備えたハード対策により災害リスクの低減を図ります。

また、大雪に伴う道路の通行障害による市民生活への影響を未然に防止し最小化することが重

要であるため、「大雪時の対応指針」に基づく迅速な除排雪の実施、ならびに市民や企業との協働

などのソフト対策により災害リスクの低減も図ります。

なお、大雪時等に優先して除雪又は排雪を行う重要路線の設定に当たっては、緊急輸送道路やバ

ス路線など交通ネットワークを考慮することにより、都市機能へのアクセス性も確保することが

重要です。

３） 地震に関する課題

エリア 災害 課題

全体 全市的に震度６以上の地震により被害が発生するおそれ

全体 ＪＲ函館本線の北側を中心に液状化発生の可能性が高い

全体 揺れの大きい箇所や老朽建築物の多い箇所で建築物の被害が大きくなるおそれ

４） 大雪に関する課題

エリア 災害 課題

全体 全市的に被害が発生する可能性

全体 長期化することで被害が深刻化するおそれ

地震

地震

地震

雪害

雪害
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6-2 取組方針

災害リスク分析の結果を踏まえ誘導の考えを整理するとともに、災害リスクの低減に向けたハ

ード・ソフトによる対策の考えを整理して取組方針を定めます。

＜洪水・内水＞

札幌における想定最大規模の降雨による浸水想定区域は、広範囲に広がっているとともに既に

居住機能や都市機能が集積している地域にも及んでいることから、これらの区域における居住を

抑制することは、これまでの都市構造の形成過程を勘案すると、現実的ではないと考えられます。

想定しうる全ての大雨に対してハード対策のみで対応することには限界があることから、流域

内のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」の考えを踏まえ、引き続き河川や流

域貯留浸透施設といったハード対策を進めるとともに、災害リスクの周知・啓発、避難に関する情

報発信など、安全な避難を確保するためのソフト対策により災害リスクの低減を図ります。

＜土砂＞

土砂災害の危険性のある区域（土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域）については、これらの区域に居住を誘導してしまうと被害を増大させるこ

とにつながるため、居住誘導区域から除外することにより災害リスクの回避を図ります。なお、都

市計画法では、土砂災害特別警戒区域や地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域など、自己の居

住の用に供する住宅以外の開発が原則禁止されている区域があります。

また、市街地に広く被害を及ぼすおそれのある土砂災害については、国や北海道などと連携し砂

防事業等のハード対策による災害リスクの低減が円滑に図られるように努めます。

併せて、災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、居住者の安全な避難を確保する

ためのソフト対策により、災害リスクの低減を図ります。

＜地震＞

地震による被害は全市的に発生する可能性があり、災害リスクを回避することは困難であるこ

とから、災害時においても居住機能や都市機能、交通機能、ライフラインを確保できるよう耐震化・

老朽化対策などのハード対策により、災害リスクの低減を図ります。

併せて、災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、居住者の安全な避難を確保する

ためのソフト対策により、災害リスクの低減を図ります。

なお、都市機能誘導区域においては、多くの来訪者がいることから、一時滞在施設を誘導施設と

して位置づけ、民間と連携して防災力の向上を図ります。

＜雪害＞

雪対策施設の増強などの大雪に備えたハード対策により災害リスクの低減を図ります。

また、大雪に伴う道路の通行障害による市民生活への影響を未然に防止し最小化することが重

要であるため、「大雪時の対応指針」に基づく迅速な除排雪の実施、ならびに市民や企業との協働

などのソフト対策により災害リスクの低減も図ります。

なお、大雪時等に優先して除雪又は排雪を行う重要路線の設定に当たっては、緊急輸送道路やバ

ス路線など交通ネットワークを考慮することにより、都市機能へのアクセス性も確保することが

重要です。

３） 地震に関する課題

エリア 災害 課題

全体 全市的に震度６以上の地震により被害が発生するおそれ

全体 ＪＲ函館本線の北側を中心に液状化発生の可能性が高い

全体 揺れの大きい箇所や老朽建築物の多い箇所で建築物の被害が大きくなるおそれ

４） 大雪に関する課題

エリア 災害 課題

全体 全市的に被害が発生する可能性

全体 長期化することで被害が深刻化するおそれ

地震

地震

地震

雪害

雪害
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表 6-4 各ハザードエリアに対する居住誘導の考え

※ 条例により居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域のみ

区 域 札幌市の指定状況 居住誘導の考え

レッド

ゾーン

災害危険区域※
建築基準法

無し ―

地すべり防止区域
地すべり等防止法

１か所 居住誘導区域から除外する

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地法

８か所 居住誘導区域から除外する

土砂災害特別警戒区域
土砂災害防止対策推進法

７９２か所 居住誘導区域から除外する

浸水被害防止区域
特定都市河川浸水被害対策法

無し ―

津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくり法

無し ―

イエロー

ゾーン

浸水想定区域（洪水･雨水出水）

水防法
市の広域 居住誘導区域から除外しない

浸水想定区域（高潮）

水防法
無し ―

土砂災害警戒区域
土砂災害防止対策推進法

１，００３か所 居住誘導区域から除外する

津波災害警戒区域
津波防災地域づくり法

無し ―

津波浸水想定(区域)
津波防災地域づくり法

一部
(市街化調整区域)

―

都市浸水想定(区域)
特定都市河川浸水被害対策法

無し ―

表 6-3 取組方針

災害 取組方針

●河川や流域貯留浸透施設の整備などのハード対策を継続することにより災害リスクの低

減を図る

●災害リスクの周知・啓発、避難に関する情報発信など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●法令に基づく開発規制や誘導区域からの除外により災害リスクの回避を図る

●市街地に広く被害を及ぼすおそれのある土砂災害については、国や北海道などと連携し

砂防事業等のハード対策による災害リスクの低減が円滑に図られるように努める

●災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●居住機能や都市機能、交通機能、ライフラインを確保できるよう、ハード対策により災

害リスクの低減を図る

●災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●一時滞在施設を誘導施設に位置づけ、民間と連携して防災力の向上を図る

●雪対策施設の増強などの大雪に備えたハード対策により災害リスクの低減を図る

●「大雪時の対応指針」に基づく迅速な除排雪の実施、ならびに市民や企業との協働など

のソフト対策により災害リスクの低減を図る

内水

洪水

災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

土砂

災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

災害リスクの回避

地震
災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

雪害
災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）
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表 6-4 各ハザードエリアに対する居住誘導の考え

※ 条例により居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域のみ

区 域 札幌市の指定状況 居住誘導の考え

レッド

ゾーン

災害危険区域※
建築基準法

無し ―

地すべり防止区域
地すべり等防止法

１か所 居住誘導区域から除外する

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地法

８か所 居住誘導区域から除外する

土砂災害特別警戒区域
土砂災害防止対策推進法

７９２か所 居住誘導区域から除外する

浸水被害防止区域
特定都市河川浸水被害対策法

無し ―

津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくり法

無し ―

イエロー

ゾーン

浸水想定区域（洪水･雨水出水）

水防法
市の広域 居住誘導区域から除外しない

浸水想定区域（高潮）

水防法
無し ―

土砂災害警戒区域
土砂災害防止対策推進法

１，００３か所 居住誘導区域から除外する

津波災害警戒区域
津波防災地域づくり法

無し ―

津波浸水想定(区域)
津波防災地域づくり法

一部
(市街化調整区域)

―

都市浸水想定(区域)
特定都市河川浸水被害対策法

無し ―

表 6-3 取組方針

災害 取組方針

●河川や流域貯留浸透施設の整備などのハード対策を継続することにより災害リスクの低

減を図る

●災害リスクの周知・啓発、避難に関する情報発信など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●法令に基づく開発規制や誘導区域からの除外により災害リスクの回避を図る

●市街地に広く被害を及ぼすおそれのある土砂災害については、国や北海道などと連携し

砂防事業等のハード対策による災害リスクの低減が円滑に図られるように努める

●災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●居住機能や都市機能、交通機能、ライフラインを確保できるよう、ハード対策により災

害リスクの低減を図る

●災害リスクの周知・啓発、安全な避難体制の構築など、安全な避難を確保するためのソ

フト対策により災害リスクの低減を図る

●一時滞在施設を誘導施設に位置づけ、民間と連携して防災力の向上を図る

●雪対策施設の増強などの大雪に備えたハード対策により災害リスクの低減を図る

●「大雪時の対応指針」に基づく迅速な除排雪の実施、ならびに市民や企業との協働など

のソフト対策により災害リスクの低減を図る

内水

洪水

災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

土砂

災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

災害リスクの回避

地震
災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）

雪害
災害リスクの低減（ソフト）

災害リスクの低減（ハード）
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※最新の事業計画書（令和８年３月時点）に基づく事業スケジュール

取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

都市機能の防災

力の向上

災害時における医療体制の整備
市

民間

子育て施設の改修等
市

民間

福祉施設の改築、修繕等
市

民間

南区複合庁舎の整備 市

清田区民センターの移転 市

教育文化会館などの文化芸術施設の改修等 市

新たなＭＩＣＥ施設の整備 市

止水板による地下施設への浸水対策 市

民間活力による

防災力を備えた

都市機能の整備

北５西１・西２地区第一種市街地再開発事業
市

民間

北４西３地区第一種市街地再開発事業
市

民間

大通西４南地区第一種市街地再開発事業
市

民間

民間投資を活用した市街地再開発事業等推進事業
市

民間

安全な避難経路

の整備
道路・橋りょう等の補修・整備等 市

避難場所の整

備・機能向上

避難場所となる学校や公園などの改修、バリアフリー化 市

避難場所の非常電源の設備、マンホールトイレの整備 市

避難場所における仮設トイレの確保
市

民間

備蓄倉庫・備蓄物資の整備 市

要配慮者二次避難所用スペースの確保
市

民間

一時滞在施設の

整備

札幌駅・大通駅周辺地区における整備
市

民間

その他地下鉄・ＪＲ駅周辺における整備
市

民間

宿泊施設における非常用自家発電設備の整備
市

民間

緊急輸送道路や

避難経路など交

通機能の強化

道路・地下鉄等交通施設の保全、改修等 市

橋りょうの耐震化や無電柱化等 市

上下水道の機能

確保

水道施設の耐震化等 市

下水道施設の耐震化等 市

雪対策施設の増強
ロードヒーティングや雪処理施設等の雪対策施設の改修 市

新たな融雪施設の検討・整備 市

災害

リスク

の低減

（ハード）

全般

全般

全般

地震

地震

地震

地震

内水

洪水

地震

地震

地震

地震

全般

全般

全般

全般

全般

全般

雪害

地震

雪害

地震

雪害

地震

全般

全般

地震

地震

雪害

雪害

※

※

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

※

6-3 具体的な取組

本計画では、これまでに整理した災害リスクの分析と取組方針を踏まえ、今後の具体的な取組を明示

します。

また、これらの取組を計画的かつ段階的に進めていくため、「短期（おおむね５年以内）」、「中期（お

おむね１０年以内）」、「長期（おおむね２０年以内）」の３つの期間に分けて取組を整理します。

具体的な取組は、札幌市が主体となる施策に加え、国・北海道・民間事業者・地域住民・関係団体な

ど、様々な主体が関わる取組も含めて整理することとし、市全体として総合的に、かつ協働して進めて

いくことを基本としています。

取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

居住機能の誘導

法令に基づく開発規制（災害レッドゾーン） 市

立地適正化計画における誘導区域からの除外 市

河川の整備

豊平川、厚別川ほか 国

新川、月寒川ほか 道

厚別西川、北郷川、三里川ほか 市

下水道の整備

新道東、山の手地区における雨水拡充管の整備 市

下水道バイパス管等の整備 市

貯留・浸透施設

の整備

学校・公園における流域貯留浸透施設の整備 市

市民、企業と連携した雨水流出抑制
市

民間

雨水浸透緑化８６（グリーンインフラ）８７ 市

砂防施設等の整

備

南の沢川、オカバルシ川、簾舞川ほか 国

琴似発寒川、平和寺の沢川ほか 道

土砂災害防止機

能の発揮

森林整備 市

治山事業 道

耐震化・老朽化

対策による居住

機能の確保

市営住宅の建て替え・改修等 市

民間建築物の耐震化
市

民間

８６ 雨水浸透緑化：雨水を浄化しながら貯留・浸透させる緑化工法。雨水を貯留・浸透する機能とみどりによる景観向上機能の２つを併せ持ち、複合的

に都市機能の改善を図ることが期待できる。
８７ グリーンインフラ：都市基盤の整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（防災・減災、地域振興、環境保

全など）を活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組

災害

リスク

の回避

土砂

土砂

災害

リスク

の低減

（ハード）

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

土砂

土砂

土砂

土砂

地震

地震

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）
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※最新の事業計画書（令和８年３月時点）に基づく事業スケジュール

取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

都市機能の防災

力の向上

災害時における医療体制の整備
市

民間

子育て施設の改修等
市

民間

福祉施設の改築、修繕等
市

民間

南区複合庁舎の整備 市

清田区民センターの移転 市

教育文化会館などの文化芸術施設の改修等 市

新たなＭＩＣＥ施設の整備 市

止水板による地下施設への浸水対策 市

民間活力による

防災力を備えた

都市機能の整備

北５西１・西２地区第一種市街地再開発事業
市

民間

北４西３地区第一種市街地再開発事業
市

民間

大通西４南地区第一種市街地再開発事業
市

民間

民間投資を活用した市街地再開発事業等推進事業
市

民間

安全な避難経路

の整備
道路・橋りょう等の補修・整備等 市

避難場所の整

備・機能向上

避難場所となる学校や公園などの改修、バリアフリー化 市

避難場所の非常電源の設備、マンホールトイレの整備 市

避難場所における仮設トイレの確保
市

民間

備蓄倉庫・備蓄物資の整備 市

要配慮者二次避難所用スペースの確保
市

民間

一時滞在施設の

整備

札幌駅・大通駅周辺地区における整備
市

民間

その他地下鉄・ＪＲ駅周辺における整備
市

民間

宿泊施設における非常用自家発電設備の整備
市

民間

緊急輸送道路や

避難経路など交

通機能の強化

道路・地下鉄等交通施設の保全、改修等 市

橋りょうの耐震化や無電柱化等 市

上下水道の機能

確保

水道施設の耐震化等 市

下水道施設の耐震化等 市

雪対策施設の増強
ロードヒーティングや雪処理施設等の雪対策施設の改修 市

新たな融雪施設の検討・整備 市

災害

リスク

の低減

（ハード）

全般

全般

全般

地震

地震

地震

地震

内水

洪水

地震

地震

地震

地震

全般

全般

全般

全般

全般

全般

雪害

地震

雪害

地震

雪害

地震

全般

全般

地震

地震

雪害

雪害

※

※

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

※

6-3 具体的な取組

本計画では、これまでに整理した災害リスクの分析と取組方針を踏まえ、今後の具体的な取組を明示

します。

また、これらの取組を計画的かつ段階的に進めていくため、「短期（おおむね５年以内）」、「中期（お

おむね１０年以内）」、「長期（おおむね２０年以内）」の３つの期間に分けて取組を整理します。

具体的な取組は、札幌市が主体となる施策に加え、国・北海道・民間事業者・地域住民・関係団体な

ど、様々な主体が関わる取組も含めて整理することとし、市全体として総合的に、かつ協働して進めて

いくことを基本としています。

取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

居住機能の誘導

法令に基づく開発規制（災害レッドゾーン） 市

立地適正化計画における誘導区域からの除外 市

河川の整備

豊平川、厚別川ほか 国

新川、月寒川ほか 道

厚別西川、北郷川、三里川ほか 市

下水道の整備

新道東、山の手地区における雨水拡充管の整備 市

下水道バイパス管等の整備 市

貯留・浸透施設

の整備

学校・公園における流域貯留浸透施設の整備 市

市民、企業と連携した雨水流出抑制
市

民間

雨水浸透緑化８６（グリーンインフラ）８７ 市

砂防施設等の整

備

南の沢川、オカバルシ川、簾舞川ほか 国

琴似発寒川、平和寺の沢川ほか 道

土砂災害防止機

能の発揮

森林整備 市

治山事業 道

耐震化・老朽化

対策による居住

機能の確保

市営住宅の建て替え・改修等 市

民間建築物の耐震化
市

民間

８６ 雨水浸透緑化：雨水を浄化しながら貯留・浸透させる緑化工法。雨水を貯留・浸透する機能とみどりによる景観向上機能の２つを併せ持ち、複合的

に都市機能の改善を図ることが期待できる。
８７ グリーンインフラ：都市基盤の整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（防災・減災、地域振興、環境保

全など）を活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組

災害

リスク

の回避

土砂

土砂

災害

リスク

の低減

（ハード）

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

内水

洪水

土砂

土砂

土砂

土砂

地震

地震

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）
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取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

災害リスクの調

査等
大規模盛土造成地変動予測および滑動崩落防止事業 市

災害リスクの周

知・啓発

ハザードマップの周知・避難行動の理解促進、防災情

報の普及啓発

市

民間

市管理河川の水位観測情報の提供 市

札幌市下水道水位情報システムによる情報提供 市

大雪に備えた市民への注意喚起
市

民間

安全な避難体制

の構築

要配慮者利用施設・地下施設における「避難確保計

画」の作成等浸水への備え

市

民間

要配慮者等への避難支援
市

民間

出水のおそれのある区域における床高の嵩上げ
市

民間

大雪等への対策
重要路線の優先除排雪、フェーズ(局面)に応じた対策

の実施
市

市民や企業との

協働による大雪

等への対策

大雪時の車による不要不急の外出自粛
市

民間

大雪時の時差出勤や出勤抑制
市

民間

災害

リスク

の低減

（ソフト）

地震

全般

内水

洪水

内水

洪水

雪害

土砂

内水

洪水

全般

内水

洪水

雪害

雪害

雪害

【防災情報について】

●さっぽろ防災ポータル https://bousai.city.sapporo.jp/

札幌市の防災、災害時のポータルサイト。川の水位や避難情報の発令区域、避難場所解説状況などを確認

できます。

●札幌市防災アプリ そなえ https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html

避難情報や避難場所の情報などを配信します。

●各区避難場所等について

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/hinan/hinan_index.html

●要配慮者二次避難所（福祉避難所）について

https://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/youhairyosyanijihinanjyo/youhairyosyanijihinanjyo.html

●災害用備蓄物資について

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/saigaibitiku/saigaiyoubitiku_index.html

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）
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取組の

種類
具体的な取組 災害 主体

短期

５年

中期

10 年

長期

20 年

災害リスクの調

査等
大規模盛土造成地変動予測および滑動崩落防止事業 市

災害リスクの周

知・啓発

ハザードマップの周知・避難行動の理解促進、防災情

報の普及啓発

市

民間

市管理河川の水位観測情報の提供 市

札幌市下水道水位情報システムによる情報提供 市

大雪に備えた市民への注意喚起
市

民間

安全な避難体制

の構築

要配慮者利用施設・地下施設における「避難確保計

画」の作成等浸水への備え

市

民間

要配慮者等への避難支援
市

民間

出水のおそれのある区域における床高の嵩上げ
市

民間

大雪等への対策
重要路線の優先除排雪、フェーズ(局面)に応じた対策

の実施
市

市民や企業との

協働による大雪

等への対策

大雪時の車による不要不急の外出自粛
市

民間

大雪時の時差出勤や出勤抑制
市

民間

災害

リスク

の低減

（ソフト）

地震

全般

内水

洪水

内水

洪水

雪害

土砂

内水

洪水

全般

内水

洪水

雪害

雪害

雪害

【防災情報について】

●さっぽろ防災ポータル https://bousai.city.sapporo.jp/

札幌市の防災、災害時のポータルサイト。川の水位や避難情報の発令区域、避難場所解説状況などを確認

できます。

●札幌市防災アプリ そなえ https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html

避難情報や避難場所の情報などを配信します。

●各区避難場所等について

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/hinan/hinan_index.html

●要配慮者二次避難所（福祉避難所）について

https://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/youhairyosyanijihinanjyo/youhairyosyanijihinanjyo.html

●災害用備蓄物資について

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/saigaibitiku/saigaiyoubitiku_index.html

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）
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7-2 評価指標・目標値の設定

本計画では、居住機能の誘導、都市機能の誘導、防災力の向上、関連分野への波及などの観点

に着目して、評価指標と目標値を設定します。

（1） 居住機能の誘導

本計画に基づく居住機能の誘導状況を検証するため、居住誘導区域内の人口密度を把握します。

さらに、居住機能の誘導が生活利便性の確保に与えた効果を検証するため、居住誘導区域内に

おける生活利便施設の立地状況を把握します。

項目 評価指標 現況値 目標値

居住機能の誘導

居住誘導区域内の人口密度（人/ｈａ）
１０８人/ｈａ

（Ｒ２）

１０８人/ｈａ

（Ｒ２７）

集合型居住誘導区域内の人口密度（人/ｈａ）
１３３人/ｈａ

（Ｒ２）

１３５人/ｈａ

（Ｒ２７）

居住誘導区域内の生活利便施設徒歩圏カバー率（％）
おおむね１００％

（Ｒ６）

おおむね１００％

（Ｒ２７）

（2） 都市機能の誘導

土地の高度利用を伴う都市機能の集積状況を検証するため、都市機能誘導区域内の実容積率８８

を把握します。

また、都市機能の集積が地域の魅力やにぎわいに与えた効果を検証するため、人流状況を把握

します。

項目 評価指標 現況値 目標値

都市機能の誘導

都心における実容積率（％）
４１６％

（Ｒ６．３）

現状以上

（Ｒ２７）

地域交流拠点における実容積率（％）
１４５％

（Ｒ６．３）

現状以上％

（Ｒ２７）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）の人流状

況（人/日）

約８９千人/日

(Ｒ６)

現状以上

（Ｒ２７）

都市機能誘導区域における来街者数（人/日）
約５９２千人/日

（Ｒ６）

現状以上

（Ｒ２７）

８８ 実容積率：対象エリア内の建築可能区域（道路、公園・緑地など建物を建てられない区域を除いた区域）の面積に対する、対象エリア内に立地する

建築物の各階の床面積の合計（延べ面積）の割合

第７章 立地適正化計画の実効性向上に

向けた指標・目標値

7-1 立地適正化計画の評価及び見直しについて

本計画では、都市づくりの理念や基本目標の実現に向けた取組が効果的に進められているかを

把握するため、また、都市再生特別措置法の規定によりおおむね５年ごとに施策の実施状況につ

いての調査、分析及び評価を行うよう努める必要があることも踏まえ、定期的に施策の実施状況

や都市構造などの評価を行います。

評価に当たっては、居住機能や都市機能の誘導状況などが本計画で掲げる基本方針に沿った方

向に進んでいるか把握できるように評価指標と目標値を設定します。

これらの評価を踏まえて計画内容や誘導施策の見直しにつなげることで、本計画の実効性の向

上を図ります。

図 7-1 ＰＤＣＡサイクルのイメージ

○誘導区域の設定

○誘導施設の設定

○誘導施策の方向性

○防災指針 など

○誘導施策の実施

○他の取組との連携

○防災の取組 など

○居住機能の誘導状況

○都市機能の誘導状況

○交通利便性

○災害リスク など

○誘導区域・誘導施設の見直し

○誘導施策の見直し

○防災の取組の見直し など
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7-2 評価指標・目標値の設定

本計画では、居住機能の誘導、都市機能の誘導、防災力の向上、関連分野への波及などの観点

に着目して、評価指標と目標値を設定します。

（1） 居住機能の誘導

本計画に基づく居住機能の誘導状況を検証するため、居住誘導区域内の人口密度を把握します。

さらに、居住機能の誘導が生活利便性の確保に与えた効果を検証するため、居住誘導区域内に

おける生活利便施設の立地状況を把握します。

項目 評価指標 現況値 目標値

居住機能の誘導

居住誘導区域内の人口密度（人/ｈａ）
１０８人/ｈａ

（Ｒ２）

１０８人/ｈａ

（Ｒ２７）

集合型居住誘導区域内の人口密度（人/ｈａ）
１３３人/ｈａ

（Ｒ２）

１３５人/ｈａ

（Ｒ２７）

居住誘導区域内の生活利便施設徒歩圏カバー率（％）
おおむね１００％

（Ｒ６）

おおむね１００％

（Ｒ２７）

（2） 都市機能の誘導

土地の高度利用を伴う都市機能の集積状況を検証するため、都市機能誘導区域内の実容積率８８

を把握します。

また、都市機能の集積が地域の魅力やにぎわいに与えた効果を検証するため、人流状況を把握

します。

項目 評価指標 現況値 目標値

都市機能の誘導

都心における実容積率（％）
４１６％

（Ｒ６．３）

現状以上

（Ｒ２７）

地域交流拠点における実容積率（％）
１４５％

（Ｒ６．３）

現状以上％

（Ｒ２７）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）の人流状

況（人/日）

約８９千人/日

(Ｒ６)

現状以上

（Ｒ２７）

都市機能誘導区域における来街者数（人/日）
約５９２千人/日

（Ｒ６）

現状以上

（Ｒ２７）

８８ 実容積率：対象エリア内の建築可能区域（道路、公園・緑地など建物を建てられない区域を除いた区域）の面積に対する、対象エリア内に立地する

建築物の各階の床面積の合計（延べ面積）の割合

第７章 立地適正化計画の実効性向上に

向けた指標・目標値

7-1 立地適正化計画の評価及び見直しについて

本計画では、都市づくりの理念や基本目標の実現に向けた取組が効果的に進められているかを

把握するため、また、都市再生特別措置法の規定によりおおむね５年ごとに施策の実施状況につ

いての調査、分析及び評価を行うよう努める必要があることも踏まえ、定期的に施策の実施状況

や都市構造などの評価を行います。

評価に当たっては、居住機能や都市機能の誘導状況などが本計画で掲げる基本方針に沿った方

向に進んでいるか把握できるように評価指標と目標値を設定します。

これらの評価を踏まえて計画内容や誘導施策の見直しにつなげることで、本計画の実効性の向

上を図ります。

図 7-1 ＰＤＣＡサイクルのイメージ

○誘導区域の設定

○誘導施設の設定

○誘導施策の方向性

○防災指針 など

○誘導施策の実施

○他の取組との連携

○防災の取組 など

○居住機能の誘導状況

○都市機能の誘導状況

○交通利便性

○災害リスク など

○誘導区域・誘導施設の見直し

○誘導施策の見直し

○防災の取組の見直し など
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（3） 防災力の向上

本計画では、土砂災害警戒区域などの災害リスクのある区域を居住誘導区域から除外すること

で災害リスクの回避を図っていることから、安全で安心な都市づくりの進行状況を検証するため、

当該区域に居住する人口割合を把握します。

また、本計画に基づく防災力の向上の効果を検証するため、誘導施設である一時滞在施設の整

備数を把握します。

項目 評価指標 現況値 目標値

防災

災害ハザードエリアに居住する人口割合（％）
４．２％

（Ｒ２）

現状以下

（Ｒ２７）

一時滞在施設の整備数（箇所）
１９箇所

（Ｒ６．３）

現状以上

（Ｒ２７）

（4） 関連分野への波及

本計画では、骨格公共交通である地下鉄・ＪＲ・路面電車の周辺を居住誘導区域に位置づけて

いることから、居住誘導の効果が公共交通の利用状況に波及することが考えられます。公共交通

の利用者を確保することは、安定的な公共交通の運営にも資することから指標として設定します。

項目 評価指標 現況値 目標値

その他

（関連分野への波及）
地下鉄・ＪＲの乗車数（人/日）

７９１千人/日

（Ｒ５）

現状以上

（Ｒ２７）
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